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《目的》
「社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の
問題が深刻な状況にあることを踏まえ、子ども・若者の健や
かな育成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができ
るようにする」（第１条）

《対象》
概ね30歳未満、施策によっては30歳代も対象

《計画》
「都道府県は・・子ども・若者育成支援についての計画を作成」
（第８条）

《目的》

「青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為を防止し、

もつて青少年の健全育成を図ることを目的とする」 （第1条）

《対象》
18歳未満

《計画》
「県は、青少年の健全な育成に関する総合的な計画を策定」
（第４条）

青少年健全育成施策の体系

子ども・若者育成支援推進法埼玉県青少年健全育成条例

《基本理念》 次代を担う青少年が心身ともに健やかに成長し、自立・活躍できる社会をつくる

《基本目標と施策の方向性》

《計画期間》 平成３０年度～平成３４年度

基本目標 施策の方向性

Ⅰ 明日の埼玉を担う青少年の育成と自立支援 ・豊かな人間性や社会性を育むための支援
・社会参加及び自立への支援

Ⅱ 困難を有する青少年への支援 ・困難な状況に応じた支援
・青少年の非行対策

Ⅲ 青少年の健やかな成長を支える環境の整備 ・青少年を育む家庭・学校・地域の環境整備
・青少年を取り巻く社会環境の整備

埼玉県青少年健全育成・支援プラン

2



１ 体験活動の現状

□ 子供の頃に地域活動や自然体験を多く経験した人の方が、大人になってから、職業意識や意欲・関心が高い。

【図１】

□ 以前は、田舎の子供は自然体験が多く、都会の子供は少なかった。

しかし、現在は、田舎と都会で自然体験の差はない。【図２】

□ 現在、世帯年収が高い家庭にいる子供は世帯年収が低い家庭の子供よりも多くの体験活動をする傾向があ
る。
そして、多くの体験活動をするほど、将来の年収が高くなる可能性があると考えられている。
＊慶応大学駒村教授らによる研究
「学力・経済力向上における非認知能力の重要性～少年期の体験・活動が将来の及ぼしうる影響～」（H２８）

【図２】 田舎と都会の自然体験の差
＊（独）国立青少年教育振興機構による調査
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【図１】子供の頃の体験と大人になってからの意欲・関心等の関係
＊（独）国立青少年教育振興機構による調査

■高い ← 職業意識 → □低い

■高い ← 意欲・関心 → □低い

《野鳥を見たり声を聞いたことが多い人の割合》

Ⅰ 明日の埼玉を担う青少年の育成と自立支援
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埼玉県ゆかりのプロフェッショナルな企業、大学、団体と連携し、子供たちの夢の発見と実現を支援する
職業体験を実施（小学校４～６年生対象）

《平成30年度 実績》 ３３教室、１，５６４人参加

子供たちの声：「（パティシエになるために）たくさん努力したことが分かり、自分も夢に向かって努力しようと思った。」
保護者の声： 「チームワークの大切さなど、人生において大切な話を聞けてありがたい」

１－２ 多様な体験活動の推進

美容師 建築デザイナー和菓子職人

読みきかせや人形劇など、子供向けの活動をして
いるボランティアと子供会や幼稚園などをマッチング

子ども支援ネットワーク

18歳～36歳の若者が地
域の「お兄さん」「お姉さ
ん」として、子供たちと触れ
合い、相談相手となって健
やかな成長を助けている。
・青少年相談員 ７００人

青少年相談員

小学生を対象とした職業体験

Ⅰ 明日の埼玉を担う青少年の育成と自立支援

低所得世帯など、体験の機会を必要とする子供たちの参加をどのように促していくか課題

《平成３１年度 実施計画》 ・企業等に体験実施を働きかけ、参加定員を５，０００人に拡大
・低所得世帯向けの学習教室や児童養護施設と連携し、低所得世帯などの子供たちの参加を促進
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２ 非行の状況

□非行少年は昭和58年にピークを迎え、その後は減少傾向にある。
□平成３０年中の不良行為少年は２６，４７６人、刑法犯少年は１，６０２人と戦後最少である。
□不良行為の内、「夜間徘徊」は１５，４２１人と半数以上を占める。
□埼玉県の再犯率は35.6％であり、全国に比べ高い傾向にある。
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Ⅱ 困難を有する青少年への支援
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２－２ 非行対策（非行防止）

非行防止パトロール

・県や市町とその住民、警察などの関係者が連携し、青少年「街の応援団」を結成し、少年たちへの積極的な声
かけを行う非行防止夜間パトロールを実施

・県は、応援団のスキルアップを図るために各種研修会を開催するとともに、警察との調整や広報、パトロール
に必要なベストや懐中電灯などの購入、ボランティア保険の加入などを行い支援

街の応援団

非行防止キャンペーン

《平成30年度 実施市町》
川越市、飯能市、加須市、本庄市、

東松山市、春日部市、狭山市、鴻巣
市、戸田市、桶川市、北本市、坂戸
市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじ
み野市、伊奈町、三芳町、滑川町、
川島町、長瀞町、美里町（２２市町）

NPO日本ガーディアンエンジェルズによる研修 夜間パトロール

・各市町村において青少年育成関係者や地域
住民らによる非行防止パトロールを展開

実施市町村 内、夜間実施 活動回数 参加述人数

６３市町村 ５７市町 １３８，６１８回 ６７０，４７２人

・関係機関、関係団体と連携し、大宮駅などでキャンペーンを実施
「青少年の非行・被害防止特別強調月間」（毎年7月）
「いじめ撲滅・青少年健全育成強調月間」（毎年11月）
・関係団体の協賛を得て、非行防止リーフレットを４４万部作成し、
県内全ての中高生に配布

Ⅱ 困難を有する青少年への支援

インターネットをきっかけにした非行や犯罪をどのように防いでいくか課題 6

※H29年度実績



２－３ 非行対策（立ち直り支援）

セカンドチャンスの場づくり事業

非行少年や人間関係などでつまずいた少年を対象に、自己肯定感
や社会的基礎力を養い、立ち直りの一歩とするための機会を提供
【平成３０年度実績】
・参加少年 述べ８４１人
・受け入れ事業所 ７０企業・団体

警察署
児童自立支援施設 非行少年等 受け入れ事業所
児童養護施設など 青少年課が調整

【社会体験】

農家や民間団体等の協力をいただき、農作業やスポーツ活動、清掃
作業等のボランティア活動などの社会体験を実施。

【就労体験】

業界団体や経済団体等に協力をいただき、建築業や飲食業等など
の就労体験を実施。

【学び直し】

資格取得、復学や進学等に向けた基礎学力の習得を目指した学び
直し支援を実施。

非行立ち直り交流会

子供の非行の問題を抱える保護者が同じ体験や
悩みを共有し、不安や悩みを解消する交流会や専
門家による講演会を開催

・平成３０年度 ３回開催 （８月、１０月、１月）
・参加者 保護者、教育・福祉関係者、保護司等

述べ １５０人
＊ＮＰＯ非行克服センターに委託して実施

Ⅱ 困難を有する青少年への支援

非行からの立ち直りを継続的にどのように支えていくか課題 7



３ いじめの状況

□いじめの認知件数は毎年増加し、平成29年度のいじめ認知件数は12,881件と過去最高となっている。
□特に小学生のいじめ認知件数が増加しているが、各学校において、いじめの認知が進んだためと考えられる。
□いじめの解消率は、９０％以上と高い水準で推移していたが、平成29年度は８２％に低下している。

【いじめ認知件数の推移】
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【いじめの認知件数と解消率の推移】

【いじめ重大事態の発生の推移】
＊重大事態
・いじめにより児童等の生命、心身、財産に重大な被害
・いじめにより30日以上の長期欠席 など

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
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Ⅱ 困難を有する青少年への支援
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３－２ いじめ対策

いじめ撲滅キャンペーン

・平成３０年１１月１日、「いじめ撲滅・
青少年健全育成強調月間」にあわせ
て、浦和駅でキャンペーンを実施。

いじめ問題を考えるシンポジウム

・平成30年11月16日、市民会館おおみやで開催
・教員、行政、福祉関係者など101名が参加
・基調講演、実践発表、パネルディスカッションを通して、いじめ防止に求められ
ることや行政・学校・家庭・地域が協働することの重要性などについて考えた。

・
・県では、「いじめ問題対策会議」を設置し、知事部局、教育局、
警察本部が一体となって取組を進めている。

・平成３０年１２月２５日、いじめの現状をどう捉えるか、また、
いじめ対策の方向性について検討した。

・特に、いじめ重大事態の防止に必要なことを右図のように整理し、
いじめの早期発見など、再発防止に向けた取組について各学校
に周知した。

いじめ問題対策会議
【いじめ重大事態の防止】

Ⅱ 困難を有する青少年への支援

さらなる効果的ないじめ対策をどのように進めていくか課題 9



ひきこもり・ニート（3万人）

４ 困難さを抱える若者の現状

高卒時進路不安定者

小中学生
（57万人）

6歳 15歳 30歳 34歳

就学前
（41万人）

0歳 39歳18歳

高校生
（20万人）

大学生等

いじめ（1万２千人）
不登校（2千人）

高校中退(１千5百人）

貧困状態にある若者（？）貧困状態にある子供（15万人）

非行少年（2万人）

勤労者等

高校中退者

日本語指導が必要な児童生徒数

相対的貧困率

ニート
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※ 17歳以下の者

１５歳～３９歳のひきこもりの若者（推計）

国 県

家から出ない
（狭義のひきこもり）

１７．６万 ０．９万

普段は家だが、コンビニ
や趣味では外出する
（広義のひきこもり）

３６．５万 １．８万

計 ５４．１万 ２．７万

国 県

１５歳～１９歳 ９万 ０．５万

２０歳～２４歳 １４万 ０．７万

２５歳～２９歳 １６万 ０．８万

３０歳～３４再 １８万 ０．９万

計 ５７万 ２．９万

１５歳～３４歳のニート（推計）
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障害児・者支援事業所

ひきこもり支援
センター

集いの場
実施団体

福祉事務所

児童相談所

保健所・
精神保健福祉
センター

フリースクール

ＮＰＯ非行
克服センター

非行

学校

不登校、高校中退

虐待

ひきこもり

ニート

貧困

発達障害等

生活困窮者
支援事業者

警察、保護司

若者サポート
ステーション

【支援者への支援】
・支援者相互の顔が見えるネットワークづくり
・若者支援に必要な知識技術を習得する研修

【先駆的取組の検討】
・ＳＮＳ相談
・アウトリーチ支援

■ ひきこもり、不登校、高校中退、貧困、虐待、発達障害などの問題は相互に関係している。
■ しかし、学校卒業や施設退所などの年齢階層による支援の切れ目や非行と貧困などの支援分野による支援の切れ目が生じている。
■ また、支援機関につながっている若者は一部に過ぎないと推定されている。
■ 各支援機関のネットワークを強化し、バックアップするとともに、支援につながっていない若者へのアプローチが必要である。

現状・課題

施策の方向

外国籍

支援団体

支援機関のコーディネート

困難さを
抱える
若 者

各支援機関
への相談

若
者
支
援
協
議
会

【企画協議】
・支援機関の実務者に
よる課題抽出、施策検討

ＤＶ

【情報発信】
・支援機関
ガイドブック

・若者支援
ホームペー
ジの開設

H31～

H30～ H30～ H32～

Ⅱ 困難を有する青少年への支援
４－２ 困難さを抱える若者への支援体制
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５ 青少年育成県民運動

□ 昭和４１年に結成された「青少年育成埼玉県民会議」が推進母体となり、県、市町村、市町村民会議、青少年
団体、青少年育成団体などの関係者が一体となって、青少年健全育成のための運動を展開

・子供たちが、将来の夢や日頃の生活の
中で感じたことなどを発表

・平成３０年度応募状況

・小学生、中学生、高校生の各部門５名
（計１５人）が、８月の青少年の主張大会
で発表し、表彰

Ⅲ 青少年の健やかな成長を支える環境の整備

・家族みんなが温かくふれあう日とし
て毎月第３日曜日を「家庭の日」とし
ている。

・「家庭の日」の普及の一環として、
家族のふれあいをテーマにしたポス
ターを募集
・平成３０年度応募状況

□ 地域における声かけ、
あいさつ運動、
街頭パトロール

□健全育成キャンペーン

□リーフレット作成、配布

小学生 中学生 高校生 計

２０，１５６ ２０，４７９ ４，８８８ ４５，５２３

青年の主張大会 家庭の日ポスターコンクール

小学生 中学生 計

５，２１７ １，３１２ ６，５２９

中学生の部 最終優秀賞

普及啓発活動

青少年の健全育成に関わる担い手をどのように確保していくか課題 12



６ インターネット環境

□ 子供たちのインターネット利用率は増加している。【図1】
□ インターネット利用の低年齢化が進んでいる。【図2】
□ 子供たちのインターネット利用時間も増加している。【図3】
□ 世界保健機関（ＷＨＯ）は、2018年、国際疾病分類（ＩＣＤ）の改定で生活に支障をきたすほどオンラインゲーム
等に没頭する依存状態を「ゲーム障害」として精神疾患に位置づけた。日本でも厚生労働省の調査によって中高
生約93万人にネット依存の疑いがあるとされた。
□ コミュニティサイトに起因する犯罪被害が増加傾向にある。【図4】

図１ インターネット利用率 図３ インターネット利用時間（分/一日当たり）＊H30国調査

図２ 低年齢の子供のネット利用状況 (利用率%)
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図４ コミュニティサイトなどに起因した事件の被害者
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Ⅲ 青少年の健やかな成長を支える環境の整備
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６－２ インターネット環境対策

◇概要
・インターネットの適切な利用を推進するため、小中学校などに
ネットアドバイザーを派遣して講座を開催し、保護者や子供たちに
啓発活動を実施。

◇ネットアドバイサー
・インターネットやスマートフォン、家庭教育などについて精通して
いる方を対象に、県が研修を行い、ネットアドバイザーとして認定。
・約１００人。

◇講座の内容
・インターネットの利用実態、危険性
・インターネットの適切な利用方法
・家庭での見守りとルールづくり など

◇平成３０年度実績

子ども安全見守り講座

◇携帯電話販売店への立ち入り調査により、以下の事項を確認
・インターネットの契約時におけるフィルタリングの説明
・書面により解除の申出があった場合のみ、フィルタリングを解除
・提出された書面の保存
◇平成３０年度実績
携帯電話販売店 ５５９店中 ２９店に立ち入り調査
内、指導店舗 ２店

事業者への指導

Ⅲ 青少年の健やかな成長を支える環境の整備

インターネット利用の低年齢化、長時間化への対応課題 14



《昭和30~40年代》
～高度経済成長期～

■豊かさの中の非行対策
・深夜喫茶対策、太陽族映画対策

■勤労青少年への支援
ユースホステル、青年の家

《昭和50年代～平成前半》
～低成長期～

■内向き非行の問題
・家庭内暴力、校内暴力、登校拒
否、親の過干渉、過保護

■家庭の教育力低下の対応

《平成後半～》
～実感のない成長期～

■多様化する問題への対応
・ひきこもり、ニートの支援
いじめ、インターネット対策
貧困の連鎖への対応

《昭和20年代》
～戦後混乱期～

■生活困窮による非行対策
・人身売買絶滅
・覚せい剤放逐

７ 今後の青少年健全育成施策の課題

非行対策

健全育成

困難さを抱える青少年への支援

これまで

今後のさらなる課題

少子高齢化

情報化、ＡＩの進展

国際化

これまで以上に、創造性、チャレ
ンジ精神、コミュニケーション能力
などが求められる。

青少年に求められる力 課題

■人口が減少する中で、
生産性を向上させる力

■情報通信技術やＡＩを使い
こなす力

■グローバルに活躍できる力

■子供同士の交流の減少、
家庭や地域の教育力の低下

■ネットへの依存、
リアルな実体験の減少

■ 内向き志向

これからの社会

非認知能力を育む実体験が
減少している。

これまで以上に、少子高齢化、
情報化、国際化が進む。

求められる
施策は？
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